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特別の法律により設立される民間法人の運営に関する指導監督基準に基づく指導監督状況（平成１７年度）

法 人 名 中央職業能力開発協会 根拠法令名 職業能力開発促進法 （平成１０年７月３１日民間法人化）

１．法人の 業 務 の 概 要
概要

１ 会員の行う職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する業務についての指導及び連絡
２ 事業主等の行う職業訓練に従事する者及び都道府県技能検定委員の研修
３ 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報
４ 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する調査及び研究
５ 職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力
６ その他の職業能力の開発の促進に関し必要な業務
７ 技能検定試験に関する業務の一部

役 ・ 職 員 数 理事長等 理 事 監 事 職 員

常 勤 １ 人 ３ 人 ０人 １２１ 人

非常勤 ４ 人 １３９ 人 １人 ０ 人

２．事業 平成 年度 平成 年度 年度比 補助金等割合の低減化措置の取組みの状況17 16 16
( )運営経 ( ) ( ) ( ) （行ってない場合、低下していない場合、そ1 A B A/BorA-B

費、補助 の理由）
金等

総収入額 ３９億円 ４０億円 ▲１億円 ① 補助金の段階的削減
人件費の自前化（役員の全員自前化、職

補助金等収入額（①） ２５億円 ２７億円 ▲２億円 員の計画的な自前化）
② 自主事業による自己収入の拡大等

事業による自己収入額（②） １４億円 １４億円 ０億円 コンピュータサービス技能評価試験にお
ける新規分野を立ち上げ、普及活動中で

①／②× （％） １８６％ １９７％ ▲ ﾎﾟｲﾝﾄ ある。100 11
③ その他

経常的運営費用（③） ３６億円 ３８億円 ▲２億円 委託事業の見直し

①／③× （％） ７０％ ７０％ ０ﾎﾟｲﾝﾄ100

( )、( ) 制度的独占となる事務・事業の有無 無2 3
制度的独
占の事務 制度的独占となる事務・事業の場合、その事 （事業名）
・事業 業名及び理由 （理 由）
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制度的独占となる事務・事業の場合、当該事
務・事業が従たる事務・事業にとどまってい
る理由

制度的独占となる事務・事業の場合、法人の （有・無）
事務・事業全体が実態上独占とならないため （内 容）
の所要の是正措置の有無、内容

制度的独占となる事務・事業の場合、独占の
弊害克服措置の有無、内容（行っていない場
合はその理由）

制度的に独占でない事務・事業の場合におい 技能検定試験において１３７職種のうち１２９職種について、現在、
て、実態上独占となっている場合、その内容 中央職業能力開発協会が問題を作成しており、当該事務事業は結果的に

実態上独占
制度的に独占でない事務・事業の場合におい （有・無）有
て、独占の弊害を生まないための是正措置の （内 容）技能検定試験において、１３７職種のうち１２９職種につい
有無、内容（行っていない場合はその理由） ては、中央協会が問題を作成しており、当該事務事業は結果的に実態上

の独占となっているところである。
作成した試験問題の販売については、中央職業能力開発協会が都道府

県職業能力開発協会に対してのみ行っているものであり、かつ、受験手
数料については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平成１２
年政令第１６号）において標準額が定められていることから、上記の実
態上の独占が理由で受検者の不利益になるような弊害は生じない。

( )手数料 手数料等の対価の徴収の有無 有 ・ 無 手数料等対価の額、 算定根拠の 有 ・ 無4
等の徴収 インターネットでの公表の有無

名 称 対価の額 算 定 根 拠
（法令等に基づく検定等には※） （法令等に基づく検定等については決定方法を付記）

技能検定実技試験問題 ( 部あたり) 円 (決定者)1 900
技能検定学科試験問題 ( 部あたり) 円1 640
技能検定採点基準 ( 部あたり) 円 (決定方法)1 400

対価を徴収する事務・事業の区分 有 ・ 無 収支状況のインターネットでの 有 ・ 無
経理の有無 公表

対価を伴う自主事業の有無 有 ・ 無 法人における純利益額
円85,750,431

( )検査等 法 令 等 に 基 づ く 検 査 等 の 基 準 の 内 容 規定方法5
・の事務
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事業 技能検定試験の試験基準については、省令によりその基準が客観的に明確になっている。 職業能力開発促進法施行
規則第６２条

( )外注の 本来予定されている事務・事業の 有 ・ 無 法人の外注金額 円6
有無 外注

外注しなければならない理由

外注先選定に当たり、透明性を確 （有・無）
保する仕組みの有無と内容 （内 容）

( )事務・ 事務・事業の公正性担保のための （有・無）有7
事業の公 措置の有無（なければその理由） （内 容）技能検定試験に関する業務に従事する役職員については、守秘義務が課
正性の担 され、協会に職員就業規則及び倫理規程を設け、遵守している。

役職員に対し、公正性を担保する （有・無）有
上で必要と認められる職務規程等 （内 容）
の有無と内容 なければその理由 技能検定試験に関する業務に従事する役職員は、法令により守秘義務が課される（ ）

とともに、公務に従事する職員とみなす旨が規定されている。また、職務遂行の公
正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図ることを目的とした旨
を中央協会の職員就業規則で定めるとともに倫理規程が設けられている。

３．機関 役員選任規程の有無 有 ・ 無 左の規程がない場合、その理由
( )役員 除1 （
監査役員 役 員 定 数 会長１人 上限と下限の幅がある場合はそ）

理事長１人、理事５人 の幅
以内

役員の選任は公正かつ自主的な 役員は、法令及び定款により総会において選任することとしており、事務・事業
方法によっているか を適正かつ効率的に運営できるという観点から、公正かつ自主的に選任される。

、任 期 会 長 ２年 年以外の任期としている場合2
理事長 ２年 その年数、理由
理事 ２年

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ 無 規定の内容 会長・理事長７０歳
理事・監事６５歳

役職名 氏 名 当初就任年月日 前 職 前 々 職 常勤・非常勤

会 長 三好 俊吉 平成 年７月１日 日本鋼管（株）会長 日本鋼管（株）社長 非常勤10
理事長 若林 之矩 平成 年 月 日 労働事務次官 常 勤14 10 1 労働福祉事業団理事長
理 事 吉村 憲治 平成 年 月 日 常 勤14 7 11 労働市場ｾﾝﾀｰ業務室長 労働省会計課福利厚生室長
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理 事 大久保 良香 平成 年 月 日 労働研修所長 常 勤14 7 1 労災保険情報ｾﾝﾀｰ常務理事

理 事 前田 充康 平成 年 月 日 常 勤15 10 1 労働研修所長 中央労働委員会事務局次長

（注）役員数が多数のため、職業能力開発促進法第６３条第１項に規定されている会長、理事長、理事（常勤）の５名
のみを記載している。この他、副会長 名、常任理事 名、理事１０６名(いずれも非常勤)がおり、役員 名の3 31 １４５
うち所管官庁出身者が５名で割合が 未満 （別添役員名簿参照）1/3

特定企業関係者、所管官庁出身者が１ ３超の場合、その 同一業界関係者又は事務事業に係る同一業界関係者と所管/
比率及び理由 官庁出身者の合計が１ ２超の場合、その比率と理由/

役員報酬の支 有 ・ 無 一般への閲覧提供 有 ・ 無 インターネットによる 有 ・ 無
給基準の有無 公表

役員報酬の支給基準の内容 役員の退職金の決定方法

役員報酬規程に規定している。 役員退職規程に規定している。

役員会規程の 役員会の成立要件 役員会における議決要件
有無

有 ・ 無 役員の２分の１以上の出席で成立 出席した役員の議決権の過半数で議決

( )監査役 監査役員選任規程の有無 有 ・ 無 選任規程がない場合、その理由2
員

監査役員の選任は公正かつ自主的 監事は、法令及び定款により総会において選任することとしており、事務・事業を
な方法によっているか 適正かつ効率的に運営できるという観点から、公正かつ自主的に選任される。

関係府省以外の者及び外部の者を登用していない 監査役員が理事を兼ねている場合、その理由
場合、その理由

適切かつ円滑な監査業務ができる外部の適任者を確保でき
なかったため（平成 年 月には外部の者を選任）18 6



- 5 -

任 期 ２年 年以外の任期としている場合 （年数）2 、
年 その年数、理由 （理由）

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ 無 規定の内容 監事６５歳

役職名 氏 名 当初就任年月日 前 職 前 々 職 常勤・非常勤

監事 川西 利興 平成１６年７月１日 明治生命保険(相)顧 全国労働保険事務組合 非常勤
問 連合会専務理事

監査役員報酬 有 ・ 無 一般への閲覧提供 有 ・ 無 インターネットによる 有 ・ 無
の支給基準の 公表の有無
有無

監査役員報酬の支給基準の内容 監査役員の退職金の決定方法

役員報酬規程に規定している。 退職金支給なし。

( )社団的 総会等の成立要件の有無と内容 総会等における議決要件の有無と内容3
性格の法
人の総会 （有無）有 （有無）有
等 （内容）会員総数の２分の１以上の出席で成立 （内容）出席した会員の議決権の過半数の賛成で議決

法人の構成員が多数又は全国に散在している場合における、構成員の意思反映確保の措置の有無と内容
（ない場合は、その理由）

有
書面をもって議決権の行使を他の会員に委任した会員は出席者とみなし、構成員の意思を反映させたものとしている。

( )評議員 評議員会等における業務実績評価の実施状況 評議員会等の構成員の公正な選任の有無、内容4
会等

職業訓練及び職業能力開発に関する学識経験者からなる （有無）有
１０名の参与により業務実績の評価 助言等を受けている （内容）参与は定款の規定により、理事会の意見を聞いた、 。

上で選任することとなっており、公正に選任されている。

評議員会等の構成員の役員兼任 有 ・ 無 役員を兼ねている場合、その構成比率
（ ）の有無 兼務の役員数／評議員会等の構成員数× 100

評議員会等の構成員が役員を兼任
している場合、その理由

評議員選任規程の有無 有 ・ 無 左の規程がない場合、その理由
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評 議 員 定 数 １０人以内 上限と下限の幅がある場合はそ
の幅

、評 議 員 任 期 ２年 年以外の任期としている場合2
その年数、理由

在任年齢に関する規定の有無 有 ・ 無 規定の内容 参与６５歳

特定の企業又は所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が１ ２超の場合、その比率と理由/

（比率）
（理由）

評議員会規程 評議員会の成立要件 評議員会における議決要件

参与の２分の１以上の出席で成立 出席した参与の過半数の賛成で議決
有 無

４．財務及 企業会計原則の適用の有無 有 ・ 無 その他法人の特性に応じ適用し
び会計 ている、一般的かつ標準的な会計

( )会計 基準名1
基準の適
用 余裕金（財産）の額及び具体的な （余裕金の額）１７９ 百万円

( )余裕金 運用方法 （運用方法）2
の運用

( )長期借 長期借入金の有無 有 ・ 無 長期借入金の返済計画の有無 有 ・ 無3
入金

長期借入金の確実な返済計画の内
容

( )引当金 引当金・特別計上の引当金等の額 引当金・特別法上の引当金等の明細及び増減状況の公表の4
・特別法 有無、公表していない場合その理由
上 の 引
当金 退職手当引当金 ５１８，７４５，６３４円 （有無）有

（理由）

( )公認会 収支決算額 ３９億円 収支決算額が 億円以上の法人における公認会計士監査 有 ・ 無5 50
計士監査 の受検の有無

公認会計士監査を受検していない 監事監査で対応している（総収入額は 億円未満 。50 ）
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場合、その理由

５．株式の 公益法人、株式会社等への基金拠 有 ・ 無 公益法人、株式会社等への出資の 有 ・ 無
保有等 出の有無 有無

( )基金拠1
出又は 法定の資金供給業務の場合の有無 有 ・ 無 財産の管理運用の場合の有無 有 ・ 無
出資

( ) 事 業 事業報告書への 間接出資分を含め法人による出資比率 法人の委託先で、当該法人からの収入の割合が２／３以2
報 告 書 内容別記載の有 ・議決権比率が２０％以上のもの 上となっているもの
へ の 記 無、未記載の場
載状況 合その理由

名称

所在地

資本金

事業内容

役員の状況

従業員数

持ち株比率

法人との関係

６．情報公 法人における業務及び 同資料の一般の閲 同資料のインタ 公表していない場合
開 財務等に関する資料の 覧の有無 ーネットによる その理由

( )法人に ５年間の備え付けの有 公表の有無1
おける業 無
務 及 び
財務等に 定款 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無
関する公
表 役員名簿 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

組合員等名簿 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

事業報告書・附属説明書類 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

損益計算書又は収支計算書 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無
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貸借対照表 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

法律上作成が義務付けられてい 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無
る財産目録及び決算報告書

監事の意見書 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

事業計画書 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

収支予算書 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

( )所管官 所管官庁における業務 無い場合、その理 閲覧の有無 閲覧させていない場2
庁におけ 及び財務等に関する資 由 合、その理由
る業務及 料の備え付けの有無
び財務等
に 関 す
る公表 定款 有 ・ 無 有 ・ 無

役員名簿 有 ・ 無 有 ・ 無

組合員等名簿 有 ・ 無 有 ・ 無

事業報告書・附属説明書類 有 ・ 無 有 ・ 無

損益計算書又は収支計算書 有 ・ 無 有 ・ 無

貸借対照表 有 ・ 無 有 ・ 無

法律上作成が義務付けられてい 有 ・ 無 有 ・ 無
る財産目録及び決算報告書

監事の意見書 有 ・ 無 有 ・ 無

事業計画書 有 ・ 無 有 ・ 無

収支予算書 有 ・ 無 有 ・ 無

インターネットによる 公表していない場 所 管 官 庁 に お け 無い場合、その理
公表の有無 合その理由 る、インターネッ 由（一 部のみ実

トによる簡便なア 施の場合も含む）
クセスを可能とす
る措置の有無
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名称 有 ・ 無 有 ・ 無

所管する部局 担当局担当課等 有 ・ 無 有 ・ 無（ ）
の名称

主たる事務所の所在地及び電話 有 ・ 無 有 ・ 無
番号

設立年月日 有 ・ 無 有 ・ 無

代表者の職名及び氏名 有 ・ 無 有 ・ 無

主な目的及び事業 有 ・ 無 有 ・ 無

( )所管省 最新の業務及び財務等に関する資料 有 ・ 無3
庁におけ
るｲﾝﾀｰﾈｯ 制度的又は実態的に独占となっている事務・事業を行って 有 ・ 無
ﾄ掲載の いる法人について、当該事務・事業の内容及び根拠法令
有無

補助金等の交付を受けている法人について、当該補助金等 有 ・ 無
の名称及び金額、交付対象事業の内容並びに補助金等全体
の金額及び年間収入に対する割合

( )退職公 役員に就いている退職公務員の状況についての公表の有無 有 ・ 無4
務員等の
状況の公 公表している主な項目 公表していない場合、その理由
表

退職公務員の経歴

子会社及び一定規模以上の委託先の役員に就いている退職
公務員及び当該法人の退職者の状況についての公表の有無 有 ・ 無

公表している主な項目 公表していない場合、その理由

該当者がいないため。

７．基準の 基準に基づく指導 有 ・ 無 指導監督の実績及び 自前収入を増加させるため、事業の見直し等を行うよう指
運用に当 監督の実施の有無 その主な内容 導している。
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たって所
管府省に 指導監督の状況及
求められ び指導監督結果の 有 ・ 無
る措置等 公表の有無

( )指導監1
督の実績 ただし書き該当法 指導監督の実績及び
等 人に対する法人の 有 ・ 無 その内容

特性を踏まえた適
切な指導監督の実
施の有無

ただし書き該当法
人に対する法人の 有 ・ 無
特性を踏まえた指
導監督の状況及び
結果の公表の有無

( )所管法 所管官庁による法 有 ・ 無 無い場合、その理由2
人の事務 人の事務・事業の
事業の見 見直しの有無
直し

当該見直し結果の 有 ・ 無 無い場合、その理由
公表の有無

法令の規定に基づ 有 ・ 無 無い場合、その理由
く検査関連制度に
ついて、事業者に
よる自己確認への
移行の可能性につ
いての検討の有無

政策評 事務・事業自体の必要性 有 ・ 無 法律の改廃を 有 ・ 無 所要の措置 有・無
果を活 含めた所要の の結果の公
用しつ 事務・事業を当該法人に 有 ・ 無 措置の実施の 有 ・ 無 表の有無
つ、３ 行わせることの必要性 特 有無（
年～５ に事務・事業の一部を外
年を目 注している場合、その事
途に定 務・事業をなぜ当該法人
期的、 が行わなければならない
全般的 か）
な見直
しの有 法人が制度的に独占とな 有 ・ 無 有 ・ 無
無 る事務・事業を行ってい
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る場合、制度的独占の継
続の必要性

法令の規程に基づく検査 有 ・ 無 有 ・ 無
関連制度の場合、手続の
簡素化、事業者による自
己確認への移行の可能性

その他 有 ・ 無 有 ・ 無

主務大臣として、指導監督上留意している事項（国会、マスコミ等での指摘事項）


